
                           平成 31年 2 月吉日 
 
 居宅介護支援事業所長各位 
 
              各務原市在宅医療・介護連携支援ステーション 
 
 

モニタリングに関するアンケートへの協力依頼について 
 
 
 新春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご

高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、平成３０年４月の介護報酬改定において、下記のとおり、かかりつけ

医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師へのモニタリング結果の報告が義務

化されました。各務原市内の実施状況について把握し、２月１３日（水）開催

予定のケアマネカフェにて、皆さんと情報交換したいとと考えております。 
 つきましては、ご多忙の折とは存じますが、平成３１年２月８日（金）まで

にＦＡＸ（０５８－３８２－９８５３）にて、御回答いただきますようお願い

申し上げます。 
 

記 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



モニタリング実施状況に関するアンケート回答用紙 
 
 以下の設問について、該当するものにチェックしてください。 
 
Ｑ１ かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師へのモニタリング

結果が義務化されたことはご存じでしたか？ 
 

□知っていた       □知らなかった 
 
 
Ｑ２ かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師へモニタリング結

果を報告したことはありますか？ 
 
   □報告したことがある   □報告したことはない 
 
 
Ｑ３ モニタリング用紙は事業所内で作成されていますか？ 
 
   □作成している      □作成していない 
 
 
Ｑ４ モニタリング用紙は市内で統一した方がよいと思いますか？ 
 
   □統一した方がよい    □個々の事業所で作成した方がよい 
 
   □わからない 
 
 
Ｑ５ 各務原市在宅医療・介護連携支援ステーションに関して、ご意見・ご要

望がごありましたら、自由にお書きください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 

 


